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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」

　市民プールは、設備などの改修工

事により使用中止になっていました

が、４月９日（金）から一般利用を

再開します。

　市民プールの
　使用再開について

き店舗）状況を、市ホームページを

活用して情報を提供しますので、所

有している物件（空き店舗）の情報

をご提供ください。

【問い合わせ】　

　産業経済部商工観光課

　商業振興係　

　緯 0220（34）2734

　４月の
　夜間相談窓口開設日

　納税に関する相談に応じます。

【日時】　４月２２日（木）

　午後８時まで

【場所】　市役所迫庁舎１階

　総務部税務課　徴収対策係

【問い合わせ】

　総務部税務課　徴収対策係

　緯 0220（22）2169

　市の消費生活相談員が、借金・多

重債務の相談に応じ、弁護士などと

連携しながら、多重債務の解消・債

務整理後の生活再建を支援します。

相談は無料です。秘密は厳守します。

【日時】　５日（月）、１２日（月）、　　

　１９日（月）、　２６日（月）

　午前９時～午後８時

▼１８日（日）午前９時～午後５時

【相談電話番号】

　緯 0220（34）2308　※直通

【場所】　市役所中田庁舎２階

【問い合わせ】

　産業経済部商工観光課

　商業振興係

　緯 0220（34）2734

　４月の
　多重債務110番の日

　また、４月９日（金）にはリニュー

アルオープン記念イベントが開催さ

れますので、ぜひご来場ください。

　なお、リニューアルオープンを記

念して、当日は無料開放としますの

で多くの皆さんのご来場をお待ちし

ています。

【リニューアルオープン記念イベント】

　午前１０時３０分開始

　（一般開放は午前１１時～）

【問い合わせ】

　教育委員会生涯学習課　　

　緯 0220（34）2698

　市民プール　　　　　　　　　　

　緯 0220（22）5492

　空き店舗活用事業に伴う
　物件情報提供について

　商業活性化施策の一つとして，空

き店舗活用事業を実施しています。

事業希望者に対し、市内の物件（空

　固定資産価格等縦覧帳簿
　縦覧のお知らせ

　平成２２年度固定資産価格等縦覧帳

簿が次のとおり縦覧できます。

【期間】　４月１日（木）～５月３１日（月）

　※土曜・日曜・祝日を除く

【時間】　

　午前８時３０分～午後５時１５分

【場所】　各総合支所地域生活課

【縦覧できる人】　

　固定資産税（土地・家屋）の納税

　者　※代理人の場合は委任状が必

　要です。

【問い合わせ】

　総務部税務課　固定資産税係

　緯 0220（22）2163

　各総合支所地域生活課　地域係

　登米市多重債務者無料
　法律相談を開設します

　市では、債務の返済などの相談に

応じるため、弁護士や司法書士と協

力し、次のとおり月２回無料法律相

談日を設けます。

　相談は無料ですが、事前に予約が

必要です。秘密は厳守されますので、

気軽にご相談ください。

担　当月　日

司法書士・柳渕勝一4/ 9

弁護士・及川毅　4/２３

司法書士・開発育子5/１４

司法書士・佐竹孝行5/２８

弁護士・開発健次6/１１

弁護士・及川毅6/２５

司法書士・柳渕勝一7/ 9

司法書士・佐竹孝行7/２３

※８月以降の相談日は、後日お知ら

せします。

【相談場所】　迫にぎわいセンター

【予約・問い合わせ】

　市消費生活相談室

　緯 0220（34）2308　

　産業経済部商工観光課

　商業振興係　　　

　緯 0220（34）2734
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「登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています」

　市内で２月に、息子を名乗る男

に100万円をだまし取られる振り

込め詐欺事件が発生しました。

・風邪をひいて声がおかしい　

・携帯電話番号を変えた　　　

・お金を振り込んで欲しい　　

　このような電話がかかってきた

場合はすぐに振り込まず、どのよ

うな内容でも、信用で

きる人や近くの警察に

相談しましょう。

注意！振り込め詐欺

　市営住宅入居者募集

市営住宅

◆米山清水第一住宅（１階）３戸

　米山清水第一住宅（２階）１戸

　米山清水第一住宅（３階）２戸

　（米山町中津山字清水３２番地２）

　※各階層ごとに募集します。

　募集戸数　６戸（３DK）

　家賃月額　15,900円～23,700円

　駐車場　あり

【募集対象者】

　現に住宅に困っている世帯

【入居資格】　

　①入居収入基準が15.8万円以下で

　あること（小学校就学前の子ども

　のいる世帯、身体障害者、６０歳以

　上の人は２１.4万円以下）。

　※収入基準の算出は、入居予定者

　の合計所得から世帯主以外の入居

　予定者一人につき３８万円を控除し、

　１２カ月で割った金額。　

　②同居する親族がいること（婚姻

　予定も可）。

　※原則として単身での入居はでき

　ませんが、  ６０歳以上の人（ただし、

　特例として平成１８年４月１日現在

　で５０歳以上の人も可）、身体障害者

　（１～４級）・精神・知的障害者の人

　は単身入居することができます。

　③入居者全員に市税の滞納がない

　こと。

　④現に市営住宅に入居している人

　は、申し込みできません。

　⑤申込者または同居予定者が暴力

　団員でないこと。

【申し込み】　各総合支所地域生活課

　産業建設係

　※各住宅に重複して申し込みする

　ことはできません。

【申込期限】　

　４月１５日（木）　期限厳守

【問い合わせ】

　建設部建築住宅課　住宅管理係

　緯 0220（34）2316

　４月は軽自動車税の納付月です。

軽自動車税は４月１日現在、軽自動

車税の納税義務者となっているすべ

ての人に課税されます。軽自動車を

所有しているにもかかわらず納付書

が届かない、または、軽自動車を手

放したのに納付書が届いた、という

人は登録・廃車の年月日をご確認く

ださい。

　また、戦傷病者、身体・知的・精

神に障害がある人で、一定の要件

（所有状況、使用目的、障害等級な

ど）に該当する場合は、申請により

軽自動車税の減免を受けることがで

きます。

　軽自動車税・自動車税の
　減免申請について

　普通車での減免申請もありますの

で、所有する車両に応じて問い合わ

せください。

纂軽自動車税

【減免申請受付期間・場所】

　 ▼納税通知書到達後から４月２３日

　（金）まで（土曜・日曜を除く）

　 ▼総務部税務課市民税係（市役所

　迫庁舎１階）または各総合支所地

　域生活課

【問い合わせ】

　総務部税務課　市民税係

　緯 0220（22）2163

纂自動車税

　平成２１年度に減免を受けている人

には、継続申請のはがきを４月下旬

に郵送します。ただし、２１年度まで

減免対象となっていた自動車を買い

替えるなどした人には、はがきは郵

送しませんので、新規に申請が必要

となります。

【減免申請受付期間】

　４月１日（木）～５月２４日（月）　

　※土曜・日曜・祝日を除く

【減免申請受付場所・問い合わせ】

　県東部県税事務所登米地域事務所

　（県登米合同庁舎内）

　緯 0220（22）6111


